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つ
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て

尾

崎

正

善

は
じ

め
に

現
今
の
曹
洞
宗
に
お
い
て
、

「広
布
薩
」
が
七
月
十
五
日
の
自
恣
の

日
に

(大
本
山
永
平
寺
で
は
七
月
二
日
)
、
「略
布
薩
」
が
毎
月
十
五
日
と

晦
日

(あ
る
い
は
三
十

一
日
)
に
と

い
う
形
式
で
行
わ
れ
て
い
る
。

今
回
問
題

と
す
る
の
は
、
第

一
に
曹
洞
宗
の
布
薩
が
ど
の
時
点
に
始

ま
り
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
い
る
の
か
、
初
期
の
段
階
か
ら
の
変
化

を
明
ら
か
に
す
る
事
、
第
二
に
曹
洞
宗
の
布
薩
の
特
徴
は
何
処
に
存
す

る
の
か
、
中
国
禅
宗
で
行
わ
れ
て
い
た
布
薩
の
継
承
な
の
か
、
さ
ら
に

は
他
の
宗
派

の
影
響
は
無
い
の
か
。
他

の
布
薩
儀
礼
と
比
較
し
て
そ
の

特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
思
想
的
な
背
景
を
探

っ
て
み
た
い
。

一
、
曹
洞
宗

の
布
薩

現
在
の
曹
洞
宗

の
布
薩

の
底
本
は
、
面
山
瑞
方

(
一
六
八
三
～

一
七
六

九
)
が
宝
暦

四
年

(
一
七
五
四
)
に
開
板
し
た

『洞
上
大
布
薩
法
』

で

あ
り
、
そ
の
成
立
の
経
緯
を
序
文
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

法

式

伝

至

二
干
今

一、

五

百

餓

暦

。

展

転

謄

写

、

差

脱

不

レ
一
。

為

二
法

喬

一者

、

豊

レ
不

レ
憾

哉

。

是

故

、
余

不

二
自

掃

一、

与

二
諸

家

本

一、
考

二
離

之

一、
質

レ誤

補

レ
闘

。

再

雛

二
木

王

一、

以

酬

二
祖

恩

一。

(『
続

曹

全

』

「清

規

・講

式

」

八

〇

五

)

ま
た

『洞
上
僧
堂
清
規
行
法
紗
』
巻
五
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

大
布
薩
。

コ
レ

ハ
根

本

ハ
、
巫日
ノ
弥
天
道
安

ノ
作

ニ
テ
、
趙

宋
以
来
専

ラ
禅

林

二
行

ワ

レ
、
備
規

ヲ
撰
セ

シ
澤
山
威
公

ノ
考

正

ニ
テ
、
自

撰

ノ
梵
網

ノ
注

ノ
末

ニ
モ
附

セ
ラ
ル
、
日
本

ハ
建
仁
栄
西

ノ
将

来

ニ
テ
、
永

平
祖
師

ハ
、
建

仁

ヨ
リ

ノ
伝
式
ナ
リ
、
今
印
版

ノ
本
差
誤

ヲ
ヲ
シ
、
蝕

考
正

シ
テ
別
本

ア
リ
。

(『
曹
全
』

「清
規
」

二
〇
六
上
)

こ
の
記
述
の
う
ち
、
「永
平
祖
師

ハ
、
建
仁

ヨ
リ
ノ
伝
式
ナ
リ
」
は
、

俄
に
は
信

じ
が
た
い
が
、
曹
洞
宗
の
清
規
の
原
型

を
道
安

・
栄
西
に
求

め
て
い
る
。
し
か
る
に
両
師
の
修
し
た
布
薩
の
差
定
は
明
ら
か
で
な
い
。

さ
ら
に

「差
脱
不

一
」
、
「今
印
版
ノ
本
差
誤
ヲ
ヲ
シ
」
と
記
し
て
い
る

が
、
ど
れ
程
の
差
脱

・
差
誤
が
あ
り
、
面
山
が
ど

の
よ
う
に
手
を
入
れ

た

の
か
、

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
も
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。

さ
て
曹
洞
宗
に
お
け
る
布
薩
の
初
見
を
確
定
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
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曹
洞
宗

に
お
け

る

「布

薩
」
に

つ
い
て

(尾

崎
)

が
、
『建
撕
記
』
『洞
谷
記
』
等
に
そ
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、

『建
撕
記
』
寛
元
五
年
の
項
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

寛
元
五
丁

未
歳
、

正
月
十
五

日
布
薩
時
、
師
説

戒
玉

二
、

五
色
彩
雲
、
方
丈

正
面
障

子
立
、
半

時
斗
在
。
聴
聞
道
俗

ア

マ
タ
奉
レ
見

レ之

、
其
中
河
南
庄

中

郷
参
詣
申

、
此
子
細
、
後
証

以
二起
請
文

一。

(河
村
孝
道

『
諸
本
対
校
永
平
開

山
道
元
禅
師
行
状
建
撕

記
』
六
〇
頁
)

こ
れ
に
よ
り
、
「正
月
十
五
日
」
に
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
毎
月
、
半

月
毎
に
行

わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
が
分
か
る
。
さ
ら
に

「聴
聞
ノ
道

俗

ア
マ
タ
之
ヲ
見
奉
ル
」
と
あ
り
説
戒
は
、
教
団
内
部
だ
け
で
な
く
在

俗

の
信
者

も
集
め
て
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た

「方
丈

二
就
テ
布
薩
説
戒

之
時
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
場
所
は
方
丈
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た

『伝
光
録
』

「第
五

一
章
・道
元
禅
師
章
」
の
記
述
に
よ
り
、
興

聖

・
永
平
両
寺
に
お
い
て
布
薩

・
説
戒
を
定
期
的
に
行

っ
て
い
た
事
が

確
認
で
き

る
。
し
か
し
、
儀
礼
ま
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、

『洞
谷
記
』
「正
中
二
年
、
四
月
十
四
日
」
の
項
に
は
、

同
十
四
日
。
豊
明
奄
主
、
持
二
参
布
薩
簿
竹

一云
、
遠
江
國

光
明
山
寺
篠
竹
也
。

捨
二
入
當
山
常
住

物

一。
傳
聞

、
永
平
寺
布
薩
壽
者
、
伊
勢

國
鈴
鹿
山
篠
竹
云
。

予
感
二
遠
國

持
来
懇

志

一、
即
打
調
作
二
布
薩
簿

一者
也
。

(
『常
済
大
師
全
集
』
四
三

一
頁
)

と
記
さ
れ

る
。
こ
こ
に
は
永
平
寺
に
お
い
て
は

「布
薩
簿
」
を
使
用
し

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
現
行
の
儀
礼
に
則
し
た
法
要
が
営
ま
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
事
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
禅
林
寺
本

『螢
山
清
規
』

「月
中
行
事
」
十
五
日

・
晦
日
の
項
に
布
薩
を
行
ず
る
こ
と
が
記
さ
れ
、

螢
山
門
下
に
お
い
て
そ
の
伝
統
は
継
承
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
次
第
は
、

次
節
で
述

べ
る
梵
清
本
系
に
記
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
時
代
は
下
る
が
、
各
種
清
規
等
に
布
薩

(略
布
薩
)
を
修
す

べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
布
薩

が
連
綿
と
受
け
継
が
れ

て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

二
、
曹
洞
宗
布
薩
儀
礼
の
変
遷

次
に
曹
洞
宗
に
お
け
る
布
薩
の
変
遷
過
程
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
ま

ず
、
現
行

の
差
定
は

『菩
薩
戒
大
布
薩
式
』
(昭
和
四
一
)
に
依
拠
す
る
。

(
一
)
露
地
偶

(二
)
布
薩
偶

(三
)
浄
水
偶

(
四
)
香
湯
偶

(五
)
浴

壽
偶

(六
)
敬
白
文

(七
)
受
壽
偶

(八
)
還
簿
偶

〔出
家

・在
家
〕

(九
)
戒
師
陞
高
座

(
一
〇
)
散
華

(
一
一
)
焼
香
偶

(
一
二
)
如
来

唄

(
=
二
)
梵
網
経
序

(
一
四
)
戒
師

・
維
那
問
答

(
一
五
)
説
戒

(
一
六
)
回
向

(
一
七
)
後

唄

(
一
八
)
三
帰

礼

(
一
九
)
普

回
向

(二
〇
)
四
快
偶

(二

一
)
散
堂

〔略
布
薩
は
扱

わ
な
い

・
こ
れ
に
鳴

ら
し
物

・
進
退
の
記
述
が
加
わ
る
〕

次
に
現
存
す
る
曹
洞
宗

の
布
薩
資
料
は
、
以
下
の
六
系
統

で
あ
る
。

(1)
梵
清
本
系

『塋

山
清
規
』

―
愚
休
本

・
麟
広
本

・
光
椿
本

(2)

『正
法

清
規

』
永
正
六

(
一
五
〇
九
)
写
本

(3)

『月
舟
本
』

延
宝
五

(
一
六
七
七

)
刊
本

(4)

『流
布

本
』
延
宝
九

(
一
六
八

一
)
刊
本
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曹
洞
宗
に
お
け

る

「布
薩
」

に

つ
い
て

(尾

崎
)

(5)

『洞
上
大
布
薩
法
』
宝
暦

四

(
一
七

五
四
)

(6)

『
菩
薩
戒
大
布
薩
式
』
昭
和

四

一

(
一
九
六
六
)

こ
の
内
、
今
回
問
題
と
す
る
の
は
、
面
山
の
制
定
し
た
⑤

『洞
上
大

布
薩
法
』
と
そ
れ
以
前
の
儀
礼

の
比
較
で
あ
る
。

ま
ず
①
梵
清
本
系
は
、
現
在
三
本
知
ら
れ
る
が
、
「愚
休
本
」
と

「光

椿
本
」
は
同

一
と
い
っ
て
よ
い
。
③

『月
舟
本
』
も
愚
休
本
系
で
あ
る

か
ら
差
違
は
殆
ど
確
認
で
き
な

い
。
こ
れ
に
対
し

「麟
広
本
」
は

一
行

脱
や
重
複

の
箇
所
等

の
写
誤
の
み
な
ら
ず
、

「照
牌
」
中

「食
後
↓
齋

罷
」
と
改

め
た
り
、
「散
華
偶
」

「焼
香
偶
」

「後
唄
」
の
前
後

の
進
退

の
記
述
に
大

き
な
差
違
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
系
統

の
相
違
が
確
認
で

き
る
。
ま
た
、
②

『正
法
清
規
』
は
偶
文
と
敬
白
文

の
み
で
進
退
に
関

す
る
記
述
は
な
い
。
①
と
比
較
す
る
と

一
行
脱
と
四
箇
所
の
脱
字
、
ま

た
同
文

の
重
複

が
確
認

で
き
る
以
外
差
違
は
な
い
。
ま
た
、
写
誤
も

「有
性
↓
有
情
」

の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に

「還
壽
偶
」
が
な

い
等
、
ほ

ぼ
共
通
の
系
統

で
あ
ろ
う
。
次
に
④

『流
布
本
』
に

つ
い
て
見
る
と
、

こ
れ
は
卍
山

の
改
編
で
あ
ろ
う
が
、
師

の
月
舟
が
開
板
し
た
③

『月
舟

本
』
と
比
較

し
て
も
四
十
ヶ
所
以
上

の
加
筆
・訂
正
が
確
認
で
き
る
が
、

そ
の
箇
所
は
進
退
及
び
配
役

の
明
記
、
細
か
な
字
句

の
出
入
等
で
、
全

体

の
差
定
、
偶
頒

・
敬
白
文
等

に
異
同
は
確
認
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対

し
て
、
⑤

『洞
上
大
布
薩
法
』
は
ま
ず
タ
イ
ト
ル
か
ら
大

き
く
異
な
る
。
従
来
の
も
の
が
全

て
、
「菩
薩
戒
布
薩
式
」
で
あ
る
が

本
書
は
前
出

の
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
各
頒
の
前
後

の
進
退

は
よ
り
詳

し
く
な
り
、
そ
れ
以
前
の
資
料
と
は
比
較
が
不
可
能
な
ほ
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
偶
の
タ
イ
ト
ル
も

「露
地
偶
↓
聞
鐘
偶
」

「作
礼
偶
↓
布
薩

偶
」

「出
堂
偶
又
は
慶
快
偶
↓
四
快
偶
」
と
改
め
て
い
る
。
さ
ら
に
以

前

の
資
料
に
な

い
、
(八
)

「還
壽
偶
」

(
一
二
)
「如
来
唄

(梵
唄
)」

(
一
四
)
戒
師

・
維
那
問
答

(
一
六
)

「回
向
」

(
一
九
)
普
回
向
等
が

加
わ
っ
て
い
る
。

「還
壽
偶
」
は
、
そ
れ
ま
で
偶
を
唱
え
る
こ
と
は
指

示
さ
れ
て
い
た
が
、
具
体
的
な
偶
文
は
記
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
こ
れ

を
加
え
た
の
は
儀
礼

の
不
備
を
補
う
た
め
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、

「如
来

唄
」
は
良
忍
撰

『略
布
薩
次
第
』
(大
念
仏
寺
本

B
)
に
、

「戒
師

・
維

那
問
答
」
は
道
宣
撰

『行
事
紗
』
に
依
拠
す
る
が
、

「回
向
」
は
後
述

す
る
曹
洞
宗
以
外

の
記
録
に
も
見
ら
れ
ず
、
新
た

に
付
加
し
た
理
由

は

判
然
と
し
な
い
。
ま
た

「説
戒
」
と
記
さ
れ
て
い
た
箇
所
が
、

(
=
二
)

「梵
網
経
序
」
(戒
序
)
と
明
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
以
外

に
は
偶
の
字
句

の
異
同
も
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
差
違
は
僅
か

で
あ
る
。

三
、
布
薩
儀
礼

の
歴
史

次
に
、
『塋
山
清
規
』
成
立
以
前

の
布
薩
儀
礼
と
比
較
し
て
曹
洞
宗

と
し
て
の
独
自
性
、
特
徴
は
存
す
る
の
か
鑑
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
面
山

は
中
国
禅
宗
で
の
盛
行
を
指
摘
し
て
い
る
が
果
た
し
て
真
実
で
あ
ろ
う

か
。
当
時
の
中
国
仏
教
界
に
お
け
る
布
薩
の
流
布
を
示
唆
す
る
資
料
は

数
多
く
あ
り
、
当
然
布
薩
が
禅
宗
で
も
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
が

推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
清
規
資
料

に
は
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曹
洞
宗

に
お
け
る

「布
薩

」
に

つ
い
て

(尾

崎
)

布
薩
を
行

う
べ
き
記
述
は
確
認
で
き
ず
、
燈
史

の

一
部
に
認
め
ら
れ
る

だ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、

一
方
で
栄
西
の

『興
禅
護
国
論
』
巻
下
、
「建

立
支
目
門

・
第
八
」
に
中
国
に
お
け
る
布
薩

の
記
録
が
存
す
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
栄
西
の
見
聞
し
た
宋

で
は
禅
院

で
も
半
月
毎
に
布

薩
が
修
さ
れ
、
日
本

の
禅
院
で
も
行
ず

べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ

の
具
体
的
な
儀
礼
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
次
に
曹
洞
宗

の
布
薩
が
ど
の
よ
う
な
影
響
の
下
に
成
立
し

た

の
か
、

特
に
禅
宗
系
に
限

っ
て
見
る
と
日
本
で
成
立
し
た
清
規
中
、

東
福
寺

『
恵
山
古
規
』
に
、
唯

一
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
。
結
論
を
述

べ
る
な
ら
ば
、
『恵
山
古
規
』
に
記
さ
れ
る
布
薩
の
次
第
は
、
①
梵
清

本
系
と
近
似
し
て
い
る
が
、
頒

の
項
目
の
増
減
及
び
字
句
の
異
同
等
に

よ
り
、
単

純
に

『恵
山
古
規
』
と
同
系
統
と
即
断
で
き
な
い
。
さ
ら
に

他
の
清
規

に
は
確
認
で
き
ず
現
時
点

で
は
比
較
検
討
は
不
可
能
で
あ
る
。

で
は
、
他
宗
派

の
布
薩
儀
礼
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
因
み
に
本
論
で

は
道
宣
以
降
か
ら
近
世
ま
で
概
観
し
て
い
る
。
布
薩
儀
礼
に
関
し
て
現

在
見
る
こ
と
の
で
き
る
(活
字
化
資
料
)も
の
に
は
以
下

の
も
の
が
あ
る
。

A
道
宣
撰

『四
分
律
行
事
鈔
』
上
四

「説
戒
正
儀
篇
十
」

B
明
曠
刪
補

『天
台
菩
薩
戒
疏
』
巻
下

C
良
忍

撰

『
略
布
薩

次
第
』

(五
本
)

(
『良
忍

上
人

の
研
究
』
)

D
慈
円
真
筆
・曼
殊
院
蔵
本

『布
薩
次
第
』
(『龍
大
仏
教
学
研
究
』

E
法
然
撰

『浄
土
布
薩
式
』
(『法
然
上
人
全
集
』)
〔真
偽
未
詳
〕

F
慈
雲
尊
者
撰

『広
布
薩
式
』
(『慈
雲
尊
者
全
集
』
巻
六
)

G

『
布
薩
法
則
』

(
『浄
土
宗
法
要
儀
式
大
鑑
』
)

以
上
の
資
料
と
曹
洞
宗
の
布
薩
、
及
び

『恵
山
古
規
』
と
の
相
互
関

係
は
如
何
な
る
も
の
か
。

一
々
の
成
立
過
程

・
字
句

の
異
同
等
は
煩
雑

に
な
る
の
で
、
儀
礼
上
の
差
違
に
限
定
し
そ
の
特
徴
を
探

っ
て
み
た
い
。

先
ず
⑤

『洞
上
大
布
薩
法
』
に
お
い
て
、
面

山
は
偶
を

「聞
鐘
偶
」

と
改

め
る
が
、

こ
れ
は
A

『行
事
紗
』
に
準
じ

て
い
る
。
因
み
に
D

『布
薩
次
第
』
・
『恵
山
古
規
』
の
偶
の
タ
イ
ト
ル
は
不
詳
だ
が
、
F

『広

布
薩
式
』
・
G

『布
薩
法
則
』
は
梵
清
本

・
『正
法

清
規
』
と
同
じ

「露

地
偶
」
で
あ
る
。
問
答

の
問

い
か
け
が
、
A

『
行
事
紗
』
が

「大
徳
僧

聴
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
梵
清
本
は

「諸
佛
子
諫
聴
」
に
改
め
ら
れ
る
。

こ
れ
は
B

『菩
薩
戒
疏
』
に
す
で
に
見
ら
れ
、
本
論
に
上
げ
た
全
て
の

資
料
が

「諸
佛
子
諦
聴
」
を
継
承
し
て
い
る
。
敬
白
文
は
、
B

『菩
薩

戒
疏
』
の
段
階
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
形
式

・
内
容
共
に
梵
清
本

と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
形
式
は
、
後
の
資
料
全

て
に
継
承
さ
れ
る
。

ま
た
A

『行
事
紗
』
に
は
確
認
で
き
な
い
儀
礼
と
し
て
は

「諸
佛
子

諦
聴
。
次
行
在
家
菩
薩
壽
」
の
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
在
家
者

の
儀
礼
参

加
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の

一
文
は
、
B

『
菩
薩
戒
疏
』
に
始
ま
り

曹
洞
宗
で
は
継
承
さ
れ
る
が
、他
の
布
薩
儀
礼
全

て
に
確
認
で
き
な
い
。

こ
れ
に
続
く

「報
云
。
出
家
菩
薩
若
干
人
。
在
家
菩
薩
若
干
人
。
出
家

在
家
菩
薩
総
若
干
人
」
と
い
う
文
言

・
儀
礼
も

B

『菩
薩
戒
疏
』
に
あ

り
な
が
ら
、
他
の
資
料
は

「此

一
住
処

一
布
薩
衆
出
家
菩
薩
若
干
」
と

出
家
主
体
に
改
め
て
い
る
。
因
み
に
、
B

『菩
薩
戒
疏
』
「敬
白
文
」
中
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曹
洞
宗

に
お
け
る

「布
薩

」

に
つ
い
て

(尾

崎

)

に

「遺
法
弟

子
出
家
在
家
菩
薩
二
衆
等
」
と
あ
る
が
、
こ
の
文
は
曹
洞

宗
と

『恵
山
古
規
』
の
み
に
存
し
、
他

は

「遺
法
弟
子
出
家
菩
薩
等
」

と
改
め
る
。
当
時
よ
り
曹
洞
宗
の
布
薩
が
、
出
家

・
在
家
共
同
の
儀
礼

を
行
っ
て

い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
は
、
『建
撕
記
』
の
記

録
と
合
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
現
在

の
布
薩
儀
礼
に

一
般
信
者
が
参
加

す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
他
曹
洞
宗

の
儀
礼

の
特
徴
は
、

B

『菩
薩
戒
疏
』
に
始
ま
る

「阿
弥
陀
信

仰
」
の
払
拭
で
あ
ろ
う
。
布
薩
の
伝
来
以
降
、
『東
大
寺
授

戒
方
規
』
等
に
B

『菩
薩
戒
疏
』
を
受
け
て
阿
弥
陀
信
仰
が
確
認
で
き

る
。
こ
れ

に
対
し
て
梵
清
本
以
降
す
べ
て
、
該
当
個
所
が

「各
応
奉
念

釈
迦
牟
尼
仏
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
他

の
資
料
に
あ
る

「称
名
」
や
、
C
良
忍
撰

『略
布
薩
次
第
』
に
記
さ
れ
る

「七
仏
通
戒

偶
」
が
な

い
点
、

「三
礼
」

の
位
置
が
異
な
る
箇
所
な
ど
と
多
く
の
相

違
点
が
確
認
さ
れ
る
。

以
上
、
様

々
に
勘
案
し
た
が
初
期
の
段
階
及
び
面
山
の
改
編
時
点
で

如
何
な
る
資
料
に
基
づ
い
た
か
、
そ
の
確
定
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

お
わ

り
に

曹
洞
宗

の
布
薩
の
儀
礼
は
、
道
元
禅
師

・
塋
山
禅
師
に
始
ま
り
、
初

期
の
段
階

か
ら
殆
ど
変
遷
が
確
認

で
き
ず
、
梵
清
本
系
の
儀
礼
を
踏
襲

し
て
面
山
が
若
干

の
改
訂

・
増
補
を
加
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
成

立
時
ど
の
系
統

の
儀
礼
を
参
照
し
た
の
か
確
認
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ

た
が
、
基
本
資
料
は

『行
事
鈔
』
・
『菩
薩
戒
疏
』

で
あ
り
、
伝
統
的
儀

礼
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
か

ら
の
取
捨
、
さ
ら
に
後
の
資
料
か
ら
の
増
補
に
関
し
て
は
、
本
論
で
取

り
上
げ
た
以
外
の
、
特
に
天
台
系

の
史
料
等
を
参

照
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
よ
り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
他
の
資

料
等
に
よ
り
、
出
典
が

明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
本
論
を
終
え

る
。

(詳
注
略
)
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